






 

 

 

 

社会福祉法人善き牧者会旅費規程 

 

   (目的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人善き牧者会の理事、評議員、監事、評議員選任・解任委員に対して支給する。

旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

   ２ この規程は一部、事務局（事務員）に適用する。 

 

   ３ 施設職員を兼務とする者は、支給されない。 

 

   （旅費の種類） 

第２条 旅費は、交通費、日当、及び宿泊料とする。 

 

１ 理事会及び評議員会、評議員選任・解任委員会への出席に対し、交通費及び日 

当として、一律８，０００円を支給する。ただし、阿久根市での開催時も同額とする。 

 

２ 監事監査や研修会出席に関しても前項と同様とする。 

 

３ 同日に連続開催される会議への出席の際は、1 会議分のみ旅費を支給する。 

 

４ JR や飛行機、船舶利用での県内離島や他県移動、または宿泊の際は、実費支給とする。その際は 

  日当として１日８，０００円を別途支給する。 

 

５ 法人業務に関連する事務局職員の移動については、実費支給とする。 

 

６ オンライン会議や文書回覧等の手段による理事会・評議員会開催時は、支給しない。 

 

 

   (準用) 

第３条 この規程に定めていない事項については、「愛の聖母園」に定める旅費規程を 

  準用する。 

 

 

附  則 

 

１．この規程は平成２０年４月１日から適用する。 

２．この規程は平成２３年４月１日から適用する。 

３．この規程は平成２４年６月１日から適用する。 

４．この規程は令和３年３月２５日に遡り適用する。 

 




